
 

 

船舶事故調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月２５日 １４時１７分ごろ 

発生場所 山口県下関市蓋
ふたお

井
い

島北西方沖 

 蓋井島灯台から真方位３１３°１１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１３.６′ 東経１３０°３７.２′） 

事故の概要 ＬＰＧ船第八鹿島
か し ま

丸は、南東進中、また、漁船勝
まさ

月
つき

丸は、揚縄しな

がら東南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１１月１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ＬＰＧ船 第八鹿島丸、９９８トン 

   １４２２９４、白井汽船株式会社 

Ｂ 漁船 勝月丸、３.６トン  

   ＹＧ３－６１３８７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級（航海） 

  航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北東、風力  ３、視界 良好 

海象：波向 北北東、波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人が乗り組み、航海士Ａ及び通

信長（以下「通信長Ａ」という。）が船橋当直につき、蓋井島北西方

沖を約１２.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操

舵により真方位１３９°の針路で航行していた。 

航海士Ａは、左舷船首方約４～５Ｍに見えていた巡視船から、射撃

訓練中につき接近しないようにとの指示をＶＨＦ無線電話で受けて針

路を約５°右に転じ、昇橋した船長にその旨を報告した。 

Ａ船は、船長Ａが降橋した後、航海士Ａが、左舷方で行っていた巡

視船の射撃訓練の様子に注意を向けていたところ、ＶＨＦ無線電話で

海上保安庁から停船指示を受け、海上保安庁による船体検査を受けた

結果、Ｂ船と衝突したことが判明した。 

通信長Ａは、本事故時、関門航路への入航に備え、船橋左舷後部の

海図台で船位の確認及び航海日誌の整理を行っていたので、Ｂ船との

衝突に気付かなかった。 



 

 

Ｂ船は、船長Ｂが単独で乗り組み、蓋井島北西方沖において、船長

Ｂが、前方を向いて前部甲板に立ち、操縦リモコンで主機を前進と中

立に適宜操作するとともにローラでふぐはえ
．．

縄漁の揚縄を行いなが

ら、約０.７knの速力で東南東進中、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、腰部及び左肘関節に打撲傷を負った。 

船長Ｂは、本事故時、左舷船尾方からＡ船が接近していることに衝

突するまで気付かなかった。 

Ｂ船は、鼓形形象物１個をスパンカーの支柱に掲げていた。 

分析 Ａ船は、蓋井島北西方沖を南東進中、航海士Ａが、左舷方の巡視船

が行う射撃訓練の様子に注意を向け、周囲の見張りを適切に行ってい

なかったことから、揚網中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、蓋井島北西方沖を揚縄しながら東南東進中、船長Ｂが、前

方を向いて前部甲板で揚縄作業を行い、周囲の見張りを適切に行って

いなかったことから、左舷船尾方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、蓋井島北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が揚縄

しながら東南東進中、航海士Ａが、左舷方の巡視船が行う射撃訓練の

様子に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っておらず、また、船長

Ｂが、前方を向いて前部甲板で揚縄作業を行い、周囲の見張りを適切

に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・航行中は、一方向に注意を向けることなく、常時、周囲の適切な

見張りを行うこと。 

・揚縄中であっても、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


